
（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
）

第
十
六
条

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

省

略

第
二
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

第
六
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

４

同

上

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

酒
類

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

酒
類
を
い
う
。

（
被
災
代
替
船
舶
の
特
別
償
却
）

（
被
災
代
替
資
産
等
の
特
別
償
却
）

第
十
一
条
の
二

個
人
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

第
十
一
条
の
二

個
人
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
、
東
日
本
大
震
災
に
起
因
し
て
当
該
個
人
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ

日
ま
で
の
間
に
、
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
で
東
日
本
大
震

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
船
舶
に
代
わ
る
船
舶
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ

災
に
起
因
し
て
当
該
個
人
の
事
業
（
事
業
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
条
に
お
い
て
「
被
災
代
替
船
舶
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
製
作
の
後
事
業
の
用
に
供

の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
被
災
代
替
船
舶
を
製
作
し
て
、
こ
れ
を

っ
た
建
物
（
そ
の
附
属
設
備
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
構
築
物

当
該
個
人
の
事
業
の
用
（
貸
付
け
の
用
を
除
く
。
）
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転

、
機
械
及
び
装
置
若
し
く
は
船
舶
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
該

外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
被
災
代
替
船
舶
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た

当
す
る
も
の
の
取
得
等
（
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
に
お
け
る
当
該
個
人
の

お
い
て
同
じ
。
）
を
し
て
、
こ
れ
を
当
該
個
人
の
事
業
の
用
（
機
械
及
び
装
置
並
び

事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
当
該
被
災
代
替
船
舶
の
償
却
費
と
し
て
必
要
経
費
に

に
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
貸
付
け
の
用
を
除
く
。
）
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転
外

算
入
す
る
金
額
は
、
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
同
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に

被
災
代
替
船
舶
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
償
却
費
の
額
と
そ
の
取
得

供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
同
表
の
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

価
額
の
百
分
の
二
十
（
当
該
個
人
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八
項
第
六
号
に

減
価
償
却
資
産
の
取
得
等
を
し
て
、
こ
れ
を
被
災
区
域
（
東
日
本
大
震
災
に
起
因
し

規
定
す
る
中
小
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
百
分
の
二
十
四
）
に
相
当
す
る
金
額
と

て
事
業
又
は
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
建
物
又
は
構
築
物
の
敷

の
合
計
額
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要
経
費
と
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

地
及
び
当
該
建
物
又
は
構
築
物
と
一
体
的
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
附
属
施
設
の
用

た
だ
し
、
当
該
被
災
代
替
船
舶
の
償
却
費
と
し
て
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の

に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
の
区
域
を
い
う
。
）
及
び
当
該
被
災
区
域
で
あ
る
土
地
に
付

規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

随
し
て
一
体
的
に
使
用
さ
れ
る
土
地
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
個
人
の
事
業
の
用
（

機
械
及
び
装
置
に
あ
っ
て
は
、
貸
付
け
の
用
を
除
く
。
）
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権

移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
同
表
の
第
一
号
又
は
第
二
号
の
上
欄
に
掲
げ



る
減
価
償
却
資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に

供
し
た
日
の
属
す
る
年
に
お
け
る
当
該
個
人
の
不
動
産
所
得
の
金
額
又
は
事
業
所
得

の
金
額
の
計
算
上
、
こ
れ
ら
の
減
価
償
却
資
産
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
災
代

替
資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
償
却
費
と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
所
得

税
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
災
代
替
資
産
等
に
つ
い

て
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
償
却
費
の
額
と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該
被
災
代

替
資
産
等
の
取
得
価
額
に
同
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
（
当
該
個
人
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条

第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
の
下
欄
に

掲
げ
る
割
合
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
以
下
の
金
額
で

当
該
個
人
が
必
要
経
費
と
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
被
災
代
替

資
産
等
の
償
却
費
と
し
て
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費

に
算
入
さ
れ
る
金
額
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

資

産

割

合

割

合

一

建
物
又
は
構
築
物
（
増
築
さ
れ

百
分
の
十

百
分
の
十
二

た
建
物
又
は
構
築
物
の
そ
の
増
築

部
分
を
含
む
。
）
で
そ
の
建
設
の

後
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
も
の

二

機
械
及
び
装
置
で
そ
の
製
作
の

百
分
の
二
十

百
分
の
二
十
四

後
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
も
の

三

船
舶
で
そ
の
製
作
の
後
事
業
の

百
分
の
二
十

百
分
の
二
十
四

用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の

２

第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
災
代
替
船
舶

２

第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
災
代
替
資
産

の
償
却
費
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

等
の
償
却
費
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

条
第
二
項
中
「
そ
の
合
計
償
却
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
一
条
の
二
第
一
項

同
条
第
二
項
中
「
そ
の
合
計
償
却
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
一
条
の
二
第
一

本
文
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
償
却
費
の
限
度
額
」
と

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
償
却
費
の
限
度
額
」



読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
確
定
申
告
書
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入

３

前
二
項
の
規
定
は
、
確
定
申
告
書
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入

さ
れ
る
金
額
に
つ
い
て
の
そ
の
算
入
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
か
つ
、
被
災
代
替
船

さ
れ
る
金
額
に
つ
い
て
の
そ
の
算
入
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
か
つ
、
被
災
代
替
資

舶
の
償
却
費
の
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す

産
等
の
償
却
費
の
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
適
用

る
。

す
る
。

４

省

略

４

同

上

（
特
定
の
事
業
用
資
産
の
買
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

（
特
定
の
事
業
用
資
産
の
買
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条

個
人
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
十
二
条

同

上

で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
そ
の
有
す

る
資
産
（
棚
卸
資
産
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち

事
業
（
事
業
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
の
譲
渡
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三

条
か
ら
第
三
十
三
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
及
び
贈
与
、
交
換
又
は
出

資
に
よ
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
第
五
項
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
の
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
に
、
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
（
建
設
及
び
製
作
を
含
み
、

贈
与
、
交
換
又
は
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
五
の
二
に
規
定
す
る
現
物
分
配
に

よ
る
も
の
、
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
（
同
表
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
、
か
つ
、
当

該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
取
得
を
し
た
資
産
（
以
下
第
八
項
ま
で
に
お

い
て
「
買
換
資
産
」
と
い
う
。
）
を
当
該
各
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
地
域
内
に
あ
る

当
該
個
人
の
事
業
の
用
（
同
表
の
第
一
号
の
下
欄
の
ロ
又
は
第
二
号
の
下
欄
に
掲
げ

る
被
災
区
域
で
あ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の

個
人
の
事
業
の
用
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
供
し
た
と
き
（
当
該
期
間

内
に
当
該
事
業
の
用
に
供
し
な
く
な
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
供
す
る
見
込
み

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
に
よ
る
収
入
金
額
が
当
該
買
換
資
産
の
取
得
価
額
以
下

で
あ
る
と
き
は
当
該
譲
渡
に
係
る
資
産
の
譲
渡
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
、
当
該
収
入

金
額
が
当
該
取
得
価
額
を
超
え
る
と
き
は
当
該
譲
渡
に
係
る
資
産
の
う
ち
そ
の
超
え

る
金
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
の
譲
渡
が
あ
っ
た
も
の
と
し

て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
又
は
第
三
十
一
条
の

三
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三
十
二
条
又
は
所
得



税
法
第
三
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

譲

渡

資

産

買

換

資

産

譲

渡

資

産

買

換

資

産

一

被
災
区
域
（
東
日
本
大
震
災

次
に
掲
げ
る
資
産

一

被
災
区
域
（
第
十
一
条
の
二

同

上

に
起
因
し
て
事
業
又
は
居
住
の

イ

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け

第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
区
域

イ

同

上

用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

た
取
組
を
重
点
的
に
推
進
す
る
必
要
が

を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

な
っ
た
建
物
（
そ
の
附
属
設
備

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
と
し
て
政
令

て
同
じ
。
）
で
あ
る
土
地
若
し

を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

で
定
め
る
区
域
内
に
あ
る
土
地
若
し
く

く
は
そ
の
土
地
の
上
に
存
す
る

て
同
じ
。
）
又
は
構
築
物
の
敷

は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
（
次
号
、

権
利
又
は
こ
れ
ら
と
と
も
に
譲

地
及
び
当
該
建
物
又
は
構
築
物

次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
土

渡
を
す
る
そ
の
土
地
の
区
域
内

と
一
体
的
に
事
業
の
用
に
供
さ

地
等
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
区
域
内

に
あ
る
建
物
（
そ
の
附
属
設
備

れ
る
附
属
施
設
の
用
に
供
さ
れ

に
あ
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
減
価
償

を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

て
い
た
土
地
の
区
域
を
い
う
。

却
資
産

。
）
若
し
く
は
構
築
物
で
、
当

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

ロ

被
災
区
域
で
あ
る
土
地
若
し
く
は
そ

該
個
人
に
よ
り
平
成
二
十
三
年

ロ

同

上

）
で
あ
る
土
地
若
し
く
は
そ
の

の
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は
そ
の

三
月
十
一
日
前
に
取
得
（
建
設

土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は

土
地
の
区
域
内
に
あ
る
事
業
の
用
に
供

及
び
同
日
以
後
の
相
続
に
よ
る

こ
れ
ら
と
と
も
に
譲
渡
を
す
る

さ
れ
る
減
価
償
却
資
産

取
得
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

そ
の
土
地
の
区
域
内
に
あ
る
建

も
の
を
含
む
。
）
が
さ
れ
た
も

物
若
し
く
は
構
築
物
で
、
当
該

の

個
人
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
前
に
取
得
（
建
設
及

び
同
日
以
後
の
相
続
に
よ
る
取

得
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も

の
を
含
む
。
）
が
さ
れ
た
も
の

二

省

略

省

略

二

同

上

同

上

２

省

略

２

同

上

３

前
二
項
の
規
定
は
、
対
象
期
間
内
に
第
一
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産

３

前
二
項
の
規
定
は
、
対
象
期
間
内
に
第
一
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産

で
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
の
譲
渡
を
し
た
個
人
が
、
当
該
譲
渡
を
し
た
日
の

で
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
の
譲
渡
を
し
た
個
人
が
、
当
該
譲
渡
を
し
た
日
の

属
す
る
年
の
前
年
中
（
工
場
等
の
建
設
に
要
す
る
期
間
が
通
常
一
年
を
超
え
る
こ
と

属
す
る
年
の
前
年
中
（
工
場
等
の
建
設
に
要
す
る
期
間
が
通
常
一
年
を
超
え
る
こ
と

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る



期
間
内
）
に
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
を
し
、
か
つ
、
当
該
取
得
の

期
間
内
）
に
当
該
各
号
の
買
換
資
産
の
取
得
を
し
、
か
つ
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
一

日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
取
得
を
し
た
資
産
（
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納

年
以
内
に
、
当
該
取
得
を
し
た
買
換
資
産
（
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
税
地

税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出
を
し
た
も
の

の
所
轄
税
務
署
長
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出
を
し
た
も
の
に
限

に
限
る
。
）
を
当
該
各
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
地
域
内
に
あ
る
当
該
個
人
の
事
業
の

る
。
）
を
当
該
各
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
地
域
内
に
あ
る
当
該
個
人
の
事
業
の
用
に

用
に
供
し
た
場
合
（
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
事
業
の
用
に
供
し
な
く

供
し
た
場
合
（
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
事
業
の
用
に
供
し
な
く
な
っ

な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中

た
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
供

「
供
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
供
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き

す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
供
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
は
、

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
対
象
期
間
内
に
第
一
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
対
象
期
間
内
に
第
一
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に

掲
げ
る
資
産
で
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
の
譲
渡
を
し
た
個
人
が
、
当
該
譲
渡

掲
げ
る
資
産
で
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
の
譲
渡
を
し
た
個
人
が
、
当
該
譲
渡

を
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
中
（
前
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な

を
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
中
（
前
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な

い
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
翌
年
中
に
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
を

い
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
翌
年
中
に
当
該
各
号
の
買
換
資
産
の
取
得
を
す
る
こ
と

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
務
署

が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
務
署
長
の
承
認

長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
資
産
の
取
得
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
買
換
資
産
の
取
得
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、

て
、
当
該
翌
年
の
十
二
月
三
十
一
日
後
二
年
以
内
に
お
い
て
当
該
税
務
署
長
が
認
定

当
該
翌
年
の
十
二
月
三
十
一
日
後
二
年
以
内
に
お
い
て
当
該
税
務
署
長
が
認
定
し
た

し
た
日
ま
で
の
期
間
内
）
に
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
を
す
る
見
込

日
ま
で
の
期
間
内
）
に
当
該
各
号
の
買
換
資
産
の
取
得
を
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
か

み
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
取
得
を
し
た
資
産
を
当

つ
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
取
得
を
し
た
買
換
資
産
を
当
該
各
号
の

該
各
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
地
域
内
に
あ
る
当
該
個
人
の
事
業
の
用
に
供
す
る
見
込

下
欄
に
規
定
す
る
地
域
内
に
あ
る
当
該
個
人
の
事
業
の
用
に
供
す
る
見
込
み
で
あ
る

み
で
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
取
得
価

と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
の
見
積
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
、
「
取
得
価
額
の
見
積
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

省

略

５

同

上

６

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
三
十
七

６

同

上

条
の
二
の
規
定
は
、
第
一
項
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び

に
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
八

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
三
十
七
条
第
六

項租
税
特
別
措
置
法

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上



第
三
十
七
条
第
七

項租
税
特
別
措
置
法

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
三
十
七
条
第
九

項

省

略

省

略

同

上

同

上

租
税
特
別
措
置
法

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
三
十
七
条
の
二

第
一
項

省

略

省

略

同

上

同

上

租
税
特
別
措
置
法

前
条
第
四
項
に

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

同

上

同

上

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

第
三
十
七
条
の
二

お
い
て

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

第
二
項

律
第
十
二
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の

律
第
十
二
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

）
に
お
い
て

い
て

前
条
第
一
項
の

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

が
前
条
第
四
項

が
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る

表
の
各
号
の
下

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

欄
に
掲
げ
る
資

律
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
各
号
の
下

法
律
第
十
二
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項

産
の
取
得
を
し

欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
を
し
た

の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む

た

。
）

と
き
、
又
は
そ

と
き

と
き
、
又
は
そ

同

上

の
買
換
資
産
の

の
買
換
資
産
の

地
域
が
同
条
第

地
域
が
同
条
第

四
項
の
地
域
と

四
項
の
地
域
と

異
な
る
こ
と
と

異
な
る
こ
と
と

な
つ
た
こ
と
、

な
つ
た
こ
と
若

そ
の
買
換
資
産

し
く
は
そ
の
買

（
同
表
の
第
三

換
資
産
（
同
条

号
に
係
る
も
の

第
一
項
の
表
の



に
限
る
。
以
下

第
四
号
に
係
る

こ
の
号
に
お
い

も
の
に
限
る
。

て
同
じ
。
）
の

）
の
同
条
第
十

同
条
第
十
項
各

項
第
一
号
に
規

号
に
掲
げ
る
地

定
す
る
地
域
若

域
の
区
分
が
、

し
く
は
同
項
第

同
条
第
四
項
の

二
号
に
規
定
す

取
得
を
し
、
事

る
地
域
若
し
く

業
の
用
に
供
す

は
こ
れ
ら
の
地

る
見
込
み
で
あ

域
以
外
の
地
域

つ
た
資
産
の
当

の
区
分
が
、
同

該
各
号
に
掲
げ

条
第
四
項
の
取

る
地
域
の
区
分

得
を
し
、
事
業

と
異
な
る
こ
と

の
用
に
供
す
る

と
な
つ
た
こ
と

見
込
み
で
あ
つ

若
し
く
は
そ
の

た
資
産
の
こ
れ

買
換
資
産
が
同

ら
の
地
域
の
区

条
第
十
項
に
規

分
と
異
な
る
こ

定
す
る
主
た
る

と
と
な
つ
た
こ

事
務
所
資
産
に

と
に
よ
り
同
条

該
当
す
る
か
ど

第
一
項
に
規
定

う
か
の
判
定
が

す
る
譲
渡
が
あ

、
同
条
第
四
項

つ
た
も
の
と
さ

の
取
得
を
し
、

れ
る
部
分
の
金

事
業
の
用
に
供

額
に
過
不
足
額

す
る
見
込
み
で

が
あ
る
と
き

あ
つ
た
資
産
の

当
該
判
定
と
異

な
る
こ
と
と
な

つ
た
こ
と
に
よ

り
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
譲

渡
が
あ
つ
た
も



の
と
さ
れ
る
部

分
の
金
額
に
過

不
足
額
が
あ
る

と
き

取
得
指
定
期
間

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

取
得
指
定
期
間

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

内
に
前
条
第
一

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

内

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

項

律
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間

律
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
同
条
第
一
項

内

前
条
第
四
項
の

同
項
の
取
得

取
得

租
税
特
別
措
置
法

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

第
三
十
七
条
の
二

第
四
項

省

略

省

略

同

上

同

上

７
～

省

略

７
～

同

上

10

10

（
被
災
代
替
船
舶
の
特
別
償
却
）

（
被
災
代
替
資
産
等
の
特
別
償
却
）

第
十
八
条
の
二

法
人
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

第
十
八
条
の
二

法
人
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
、
東
日
本
大
震
災
に
起
因
し
て
当
該
法
人
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ

日
ま
で
の
間
に
、
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
で
東
日
本
大
震

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
船
舶
に
代
わ
る
船
舶
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ

災
に
起
因
し
て
当
該
法
人
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
建
物
（

の
条
に
お
い
て
「
被
災
代
替
船
舶
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
製
作
の
後
事
業
の
用
に
供

そ
の
附
属
設
備
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
構
築
物
、
機
械
及
び

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
被
災
代
替
船
舶
を
製
作
し
て
、
こ
れ
を

装
置
若
し
く
は
船
舶
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の

当
該
法
人
の
事
業
の
用
（
貸
付
け
の
用
を
除
く
。
）
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転

の
取
得
等
（
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
被
災
代
替
船
舶
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た

。
）
を
し
て
、
こ
れ
を
当
該
法
人
の
事
業
の
用
（
機
械
及
び
装
置
並
び
に
船
舶
に
あ

場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
当
該
被
災
代
替

っ
て
は
、
貸
付
け
の
用
を
除
く
。
）
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引

船
舶
の
償
却
限
度
額
は
、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か

に
よ
り
取
得
し
た
同
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合

か
わ
ら
ず
、
当
該
被
災
代
替
船
舶
の
普
通
償
却
限
度
額
と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該

を
除
く
。
）
又
は
同
表
の
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資

被
災
代
替
船
舶
の
取
得
価
額
の
百
分
の
二
十
（
当
該
法
人
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第

産
の
取
得
等
を
し
て
、
こ
れ
を
被
災
区
域
（
東
日
本
大
震
災
に
起
因
し
て
事
業
又
は

四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
又
は
同
項
第
九
号
に
規

居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
建
物
又
は
構
築
物
の
敷
地
及
び
当
該

定
す
る
農
業
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
百
分
の
二
十
四
）
に
相
当
す
る
金
額

建
物
又
は
構
築
物
と
一
体
的
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
附
属
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て



を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
と
す
る
。

い
た
土
地
の
区
域
を
い
う
。
）
及
び
当
該
被
災
区
域
で
あ
る
土
地
に
付
随
し
て
一
体

的
に
使
用
さ
れ
る
土
地
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
法
人
の
事
業
の
用
（
機
械
及
び
装

置
に
あ
っ
て
は
、
貸
付
け
の
用
を
除
く
。
）
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー

ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
同
表
の
第
一
号
又
は
第
二
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却

資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
を

含
む
事
業
年
度
の
こ
れ
ら
の
減
価
償
却
資
産
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
災
代
替

資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
償
却
限
度
額
は
、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
災
代
替
資
産
等
の
普
通
償
却
限
度
額
と
特
別

償
却
限
度
額
（
当
該
被
災
代
替
資
産
等
の
取
得
価
額
に
同
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ

る
減
価
償
却
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
（
当
該
法
人
が

、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者

又
は
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
の

下
欄
に
掲
げ
る
割
合
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
と
す
る
。

資

産

割

合

割

合

一

建
物
又
は
構
築
物
（
増
築
さ
れ

百
分
の
十

百
分
の
十
二

た
建
物
又
は
構
築
物
の
そ
の
増
築

部
分
を
含
む
。
）
で
そ
の
建
設
の

後
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
も
の

二

機
械
及
び
装
置
で
そ
の
製
作
の

百
分
の
二
十

百
分
の
二
十
四

後
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
も
の

三

船
舶
で
そ
の
製
作
の
後
事
業
の

百
分
の
二
十

百
分
の
二
十
四

用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の

２

前
項
の
規
定
は
、
確
定
申
告
書
等
に
被
災
代
替
船
舶
の
償
却
限
度
額
の
計
算
に
関

２

前
項
の
規
定
は
、
確
定
申
告
書
等
に
被
災
代
替
資
産
等
の
償
却
限
度
額
の
計
算
に

す
る
明
細
書
の
添
付
が
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
添
付
が
な

関
す
る
明
細
書
の
添
付
が
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
添
付
が

い
確
定
申
告
書
等
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
添
付
が
な
か
っ
た
こ

な
い
確
定
申
告
書
等
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
添
付
が
な
か
っ
た

と
に
つ
き
税
務
署
長
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当

こ
と
に
つ
き
税
務
署
長
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、



該
明
細
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

当
該
明
細
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
別
償
却
不
足
額
が
あ
る
場
合
の
償
却
限
度
額
の
計
算
の
特
例
）

（
特
別
償
却
不
足
額
が
あ
る
場
合
の
償
却
限
度
額
の
計
算
の
特
例
）

第
十
八
条
の
五

法
人
の
有
す
る
減
価
償
却
資
産
で
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七

第
十
八
条
の
五

法
人
の
有
す
る
減
価
償
却
資
産
で
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七

条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第

条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第

十
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
又
は
震
災

十
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
又
は
震
災

特
例
規
定
（
減
価
償
却
資
産
に
関
す
る
特
例
を
定
め
て
い
る
規
定
と
し
て
政
令
で
定

特
例
規
定
（
減
価
償
却
資
産
に
関
す
る
特
例
を
定
め
て
い
る
規
定
と
し
て
政
令
で
定

め
る
規
定
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
用
を
受
け
た
も
の
に
つ

め
る
規
定
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
用
を
受
け
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
ま
で
」
と

い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
八
条
ま
で
若
し
く
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

あ
る
の
は
「
第
四
十
八
条
ま
で
若
し
く
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」

と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の

と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の

二
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第

二
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第

一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
定
め
る
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
定

一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
定
め
る
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
定

め
る
規
定
若
し
く
は
震
災
特
例
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
震
災
特
例
規

め
る
規
定
若
し
く
は
震
災
特
例
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
震
災
特
例
規

定
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三

定
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三

条
の
二
の
規
定
又
は
震
災
特
例
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
二
第

条
の
三
の
規
定
又
は
震
災
特
例
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
二
第

一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項

一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項

、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
震
災

、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
震
災

特
例
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
震
災
特
例
規
定
」
と
し
て
、
同
条
の
規

特
例
法
第
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
震
災
特
例
規
定
」
と
し
て
、
同
条
の
規

定
を
適
用
す
る
。

定
を
適
用
す
る
。

２

省

略

２

同

上

（
特
定
の
資
産
の
買
換
え
の
場
合
の
課
税
の
特
例
）

（
特
定
の
資
産
の
買
換
え
の
場
合
の
課
税
の
特
例
）

第
十
九
条

法
人
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
十
九
条

同

上

で
の
期
間
（
第
八
項
に
お
い
て
「
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
そ
の
有
す
る
資

産
（
棚
卸
資
産
を
除
く
。
以
下
第
二
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
次
の
表
の

各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
の
日
を
含

む
事
業
年
度
に
お
い
て
、
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
（
建
設
及
び
製

作
を
含
み
、
合
併
、
分
割
、
贈
与
、
交
換
、
出
資
又
は
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号

の
五
の
二
に
規
定
す
る
現
物
分
配
に
よ
る
も
の
、
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ

る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
（
同
表
を
除
く
。
）
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
、
か
つ
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当



該
取
得
を
し
た
資
産
（
第
四
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
次
条
第
十
四
項
及
び
第
十
六

項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
買
換
資
産
」
と
い
う
。
）
を
当
該

各
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
地
域
内
に
あ
る
当
該
法
人
の
事
業
の
用
（
同
表
の
第
一
号

の
下
欄
の
ロ
又
は
第
二
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
被
災
区
域
で
あ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地

の
上
に
存
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
人
の
事
業
の
用
。
第
三
項
及
び
第
八
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
供
し
た
と
き
（
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
事
業
の
用
に

供
し
な
く
な
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
供
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
（
適
格
合

併
に
よ
り
当
該
買
換
資
産
を
合
併
法
人
に
移
転
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
合
併
法
人

が
当
該
買
換
資
産
を
当
該
適
格
合
併
に
よ
り
移
転
を
受
け
る
当
該
各
号
の
下
欄
に
規

定
す
る
地
域
内
に
あ
る
事
業
の
用
（
同
表
の
第
一
号
の
下
欄
の
ロ
又
は
第
二
号
の
下

欄
に
掲
げ
る
被
災
区
域
で
あ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
に
つ
い
て

は
、
そ
の
移
転
を
受
け
る
事
業
の
用
）
に
供
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
政

令
で
定
め
る
と
き
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
買
換
資
産
に
つ

き
、
そ
の
圧
縮
基
礎
取
得
価
額
に
差
益
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る

金
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
圧
縮
限
度
額
」
と
い
う
。
）
の
範
囲

内
で
そ
の
帳
簿
価
額
を
損
金
経
理
に
よ
り
減
額
し
、
又
は
そ
の
帳
簿
価
額
を
減
額
す

る
こ
と
に
代
え
て
そ
の
圧
縮
限
度
額
以
下
の
金
額
を
当
該
事
業
年
度
の
確
定
し
た
決

算
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
若

し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
に
規
定
す
る
期
間
（
通
算
子
法
人
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
七
十
二
条
第
五
項
第
一

号
に
規
定
す
る
期
間
）
に
係
る
決
算
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て

積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
方
法
（
当
該
事
業
年
度
の
決
算
の
確
定
の
日
ま
で
に
剰

余
金
の
処
分
に
よ
り
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
経
理
し

た
と
き
に
限
り
、
そ
の
減
額
し
、
又
は
経
理
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
当
該

事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

譲

渡

資

産

買

換

資

産

譲

渡

資

産

買

換

資

産

一

被
災
区
域
（
東
日
本
大
震
災
に

次
に
掲
げ
る
資
産

一

被
災
区
域
（
第
十
八
条
の
二
第

同

上

起
因
し
て
事
業
又
は
居
住
の
用
に

イ

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向

一
項
に
規
定
す
る
被
災
区
域
を
い

イ

同

上

供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

け
た
取
組
を
重
点
的
に
推
進
す
る
必

う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ

建
物
（
そ
の
附
属
設
備
を
含
む
。

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
と
し

。
）
で
あ
る
土
地
若
し
く
は
そ
の



以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

て
政
令
で
定
め
る
区
域
内
に
あ
る
土

土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は
こ

又
は
構
築
物
の
敷
地
及
び
当
該
建

地
若
し
く
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権

れ
ら
と
と
も
に
譲
渡
を
す
る
そ
の

物
又
は
構
築
物
と
一
体
的
に
事
業

利
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
土

土
地
の
区
域
内
に
あ
る
建
物
（
そ

の
用
に
供
さ
れ
る
附
属
施
設
の
用

地
等
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
区
域

の
附
属
設
備
を
含
む
。
次
号
に
お

に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
の
区
域
を

内
に
あ
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
減

い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
構
築
物

い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

価
償
却
資
産

で
、
当
該
法
人
に
よ
り
平
成
二
十

じ
。
）
で
あ
る
土
地
若
し
く
は
そ

ロ

被
災
区
域
で
あ
る
土
地
若
し
く
は

三
年
三
月
十
一
日
前
に
取
得
（
建

ロ

同

上

の
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は

そ
の
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は

設
を
含
む
。
）
が
さ
れ
た
も
の

こ
れ
ら
と
と
も
に
譲
渡
を
す
る
そ

そ
の
土
地
の
区
域
内
に
あ
る
事
業
の

の
土
地
の
区
域
内
に
あ
る
建
物
若

用
に
供
さ
れ
る
減
価
償
却
資
産

し
く
は
構
築
物
で
、
当
該
法
人
に

よ
り
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

前
に
取
得
（
建
設
を
含
む
。
）
が

さ
れ
た
も
の

二

省

略

省

略

二

同

上

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

14

14

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
が
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
が
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た

場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）

場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）

第
三
十
八
条
の
二

省

略

第
三
十
八
条
の
二

同

上

２
～
７

省

略

２
～
７

同

上

８

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
修
正
申
告
書
及
び
前
項
の
更
正
に
対
す
る
国
税
通
則
法
及

８

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
修
正
申
告
書
及
び
前
項
の
更
正
に
対
す
る
国
税
通
則
法
及

び
相
続
税
法
第
三
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

び
相
続
税
法
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

る
。

一
～
四

省

略

一
～
四

同

上

五

相
続
税
法
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一

五

相
続
税
法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
」
と
あ
る
の
は
、
「
東
日
本

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
」
と
あ
る
の
は
、
「
東
日
本

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
十

大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
十

八
条
の
二
第
六
項
（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
が
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資

八
条
の
二
第
六
項
（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
が
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
資

金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
の
提

金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
の
提

出
期
限
」
と
す
る
。

出
期
限
」
と
す
る
。



９
～

省

略

９
～

同

上

18

18
（
被
災
酒
類
製
造
者
が
移
出
す
る
清
酒
等
に
係
る
酒
税
の
税
率
の
特
例
）

第
四
十
三
条

削
除

第
四
十
三
条

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
酒
類
の
製
造
場
に
つ
い
て
甚
大
な
被
害
を
受
け

た
清
酒
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
清
酒
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
者
が
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
酒
類
の
製
造
場
か
ら
清
酒
等
を
移
出
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
年
度
（
そ
の
年
の
四
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
翌
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
始
前
一
年
間
に
お
け
る

酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
清
酒
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
酒
類
（
酒
税
法
第
二
十
八
条

若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
又
は
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
量
が
千
三
百

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
清
酒
等
の
製
造
者
が
そ
の
年
度
に
酒
類

の
製
造
場
か
ら
移
出
す
る
清
酒
等
（
当
該
千
三
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
清
酒

等
の
品
目
と
同
じ
品
目
の
酒
類
で
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
移
出
に
つ
き

酒
税
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
二
百
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
ま
で
の
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
額
は
、
同
法
第
二
十
三
条
並
び
に
租
税
特

別
措
置
法
第
八
十
七
条
第
一
項
及
び
第
八
十
七
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
百
分
の
九
十
三
・
七
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

額
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
清
酒
等
の
製
造
者
は
、
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
酒
類
の
製
造
場
に
つ
い
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
つ
き
政
令
で
定
め

る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
税
庁
長
官
の
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。




